
法律の改正
により、祝

日や休日が
変更になる

場合があり
ます。

家庭の日：毎月第
３日曜日。健全な

青少年を育成する
ため、子どもや家

庭を持つ

ことの素晴らしさ
と家族の大切さに

ついて理解を深め
るとともに、青

少年が家族や地域の
様々な人とふれあう

日としています。

1

12


